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名称 担当課・電話番号 場所 日時等 予約 対応 内容
行政相談 地域づくり推進課

市民相談室

0299-82-2911

市役所

0299-82-2911

大野公民館

0299-69-1116

第2水曜日(13:30～15:30)

鹿嶋市役所

4月,6月,9月,11月,2月

大野公民館

5月,7月,10月,12月,3月

不要 行政相談委

員

行政全般の苦情、相談

専門医による
こころの相談

鹿嶋市保健セン

ター

0299-82-6218

鹿嶋市保健セン

ター

(13:30～)

4/7、6/2、8/4、9/1、

10/6、12/8、2/2、3/3

要 専門医師 こころの不安や悩み、薬

物、アルコール依存などに

ついて

こころの相談 鹿嶋市保健セン

ター

0299-82-6218

鹿嶋市保健セン

ター

月･火･木･金(8:30～17:15)

（祝日、年末年始を除く）

要 保健師

精神保健相

談員

こころの不安や悩みなどに

ついての相談

育児相談 鹿嶋市保健セン

ター

0299-82-6218

鹿嶋市保健セン

ター

月～金曜日(8:30～17:15)

（祝日、年末年始を除く）

要 保健師

管理栄養士

身体計測・育児相談・一般

健康相談

人権相談 生活福祉課

0299-82-2911

市役所

0299-82-2911

大野公民館

0299-69-1116

市役所（4/8、6/3、10/7、

2/10）

大野公民館（8/5、12/9）

（10:00～12:00、13:00～

15:00）

不要 人権擁護委

員、法務局

職員

いじめ・体罰・家庭内問

題・借地問題・登記・近隣

間のもめごと相談

福祉心配ごと
相談

社会福祉協議会

0299-82-2621

鹿嶋市総合福祉

センター

0299-82-2621

月～金曜日(8:30～17:15)

（祝日・年末年始を除く)

不要 社会福祉協

議会職員

日常生活や家庭生活上の困

りごと、悩みごと等

家庭児童相談 こども家庭セン

ター（こども相談

課内）

0299-82-2911

子ども家庭ホット

ライン（直通）

0299-77-8771

こども家庭セン

ター（市役所こ

ども相談課内）

月～金曜日(8:30～17:15)

（祝日・年末年始を除く)

不要 子ども家庭

支援員

子育ての悩みや不安、子ど

もの発育のほか、虐待やＤ

Ｖ、ヤングケアラーなど、

子どもや家庭に関するあら

ゆる相談

巡回児童相談 鉾田児童相談所

0291-33-4119

こども家庭セン

ター（こども相談

課内） 0299-82-

2911

市役所

0299-82-2911

第2火曜日　10:00～15:00

（4/8、5/13、6/10、7/8、

8/19、9/9、 10/14、11/11、

12/9、1/13、2/10、3/10）

要 児童心理司

児童福祉司

子どもの性格や発育、障が

いに関する相談及び療育手

帳取得・更新のための心理

発達検査の実施

消費生活相談 消費生活センター

0299-85-1320

消費生活セン

ター（市役所地

域づくり推進課

内）

月～金曜日

(9:00～12:00、13:00～16:30)

(祝日・年末年始を除く)

不要 消費生活相

談員

消費生活に関する相談

教育に関する
各種

教育指導課

0299-82-2911

鹿嶋市教育セン

ター

0299-83-1246

月～金曜日(9:00～16:00)

(祝日・年末年始を除く)

要 教育相談員 子ども，保護者の教育に関

する様々な相談

就学相談 教育指導課

0299-82-2911

鹿嶋市教育セン

ター

0299-77-8593

月～金曜日(9:00～16:00)

(祝日・年末年始を除く)

要 就学相談員 未就学児の就学相談及び幼

保小中の、教育上特別な配

慮が必要と思われる子ども

の相談

適応指導教室
「ゆうゆう広
場」

教育指導課

0299-82-2911

鹿嶋市教育セン

ター

ゆうゆう広場

0299-82-3140

月～金曜日(9:00～15:30)

（祝日・年末年始を除く）

要 適応指導教

室相談員

登校できない子の悩みや、

保護者の教育上の不安など

の電話相談

お酒の相談 鹿嶋市保健ｾﾝﾀｰ

0299-82-6218

鹿嶋市保健セン

ター

(10:00～)

4/30、5/21、6/18、7/16、

8/20、9/17、10/22、11/19、

12/17、1/21、2/18、3/18

要 断酒会メン

バーとその

家族

お酒に関する悩み何でも相

談

令和７年度各種市民相談窓口


